
　

遺
失
物
法

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
九
法
六
五
）
附
則
二
八
条
（
平
成
二
九
・

九
・
八
ま
で
に
施
行
）

（
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物
件
）

第
三
五
条
　（
柱
書
略
）

一
―
四
　（
略
）

五
　
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人

情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
い
う
。）が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電

磁
的
記
録
（
広
く
一
般
に
流
通
し
て
い
る
文
書
、
図
画
及
び
電
磁
的
記

録
を
除
く
。）
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